
食品衛生監視票交付願を申請される方へ 

 

 申請受理後、営業所を訪問し、施設の衛生面の確認と HACCP に沿った衛生管理に関する書類等

の確認を行います。施設の規模にもよりますが、施設訪問の所要時間は２時間弱～半日程度です。

施設訪問後、監視票の発行には２週間程度かかります。余裕をもって申請をお願いします。なお、

過去の監視票を再交付することも可能です。 

 

＜交付願記入について＞ 

 提出先に納品する食品の取扱いについて監視票を交付します。 

・業種：複数の営業許可を取得されている施設の場合、採点を希望する業種を記入してください。 

・取扱食品別：提出先に納品する食品を記入してください。記入されたとおりに、交付する監視

票に記載します。 

・HACCP の取組：採点を希望する衛生管理手法にチェックを入れてください。 

・保健所長の意見書：和歌山県ふるさと認証食品に出品する場合、要に〇をしてください。 

出品する食品の一括表示を提出してください。 

 

＜施設訪問について＞ 

①営業所内への立入り 

基本的には、提出先に納品する食品についてのみ、原材料等の受入、調理・加工・製造、保管、

出荷の順に施設をウォークスルーしながら、施設、設備、機械、器具、原材料、添加物、使用水、

廃棄物置場、便所等の管理状況や、食品の取扱い、作業工程、従事者の動きなどを確認します。

なお、立入は施設が稼働していないときでも実施可能です。 

  

②書類等の確認について 

 提出先に納品する食品についてのみ、書類等の確認を行います。監視票採点時、確認する書類

の例は下記のとおりですので、ご準備をお願いします。 

 

・食品等事業者団体が作成した業種別手引書に記載された衛生管理計画書や記録類 

  業種ごとに求められる記録等が異なります。特に、初めて申請される方は手引書等をよくご確

認のうえ、書類等をご準備ください。 

【参考】厚生労働省 HP：食品等事業者団体が作成した業種別手引書 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000179028_00001.html  

・一般的な衛生管理の実施記録 

（原材料の受入の確認記録、冷蔵庫・冷凍庫の温度記録、交差汚染・二次汚染の防止実施記録、

器具等の洗浄・消毒・殺菌実施記録、トイレの洗浄・消毒記録、従業員の健康管理記録、手洗

いの実施記録、ねずみ及び昆虫の駆除の記録等）              

（裏面に続く） 



・教育訓練の実施方法、頻度や検証方法が分かるもの、教育訓練の実施記録、教育訓練の効果の検

証記録 

・衛生管理計画の検証方法が分かるもの、振り返りの実施記録（毎月）、その他検証したことが分

かる文書 

・計器類（温度計、圧力計、流量計等）、装置（滅菌、殺菌、除菌又は浄水）の定期点検記録（保

守業者による保守点検実施報告を含む） 

  温度計→沸騰した水または氷による測定あるいは校正用の温度計の使用記録等 

  重量計→分銅による校正記録等 

  金属探知機→テストピースによる点検記録等 

  圧力計、流量計→営業者自身あるいは専門業者による点検記録等 

   

装置（滅菌、殺菌、除菌又は浄水）→フィルター等の定期的な交換記録 

水の色、臭い、濁り、異物、水量の確認記録 

塩素を添加するタイプはその残量及び作動状況の確認記

録等 

・水質検査記録（井戸水使用の場合のみ） 

・貯水槽の清掃記録（貯水槽からの水を利用する施設のみ。） 

・殺菌装置・浄水装置の定期点検記録 

・調理場内のゴミの廃棄方法の手順書 

・調理した食品の提供先・時刻・提供数量の記録（弁当や給食等の提供がある場合） 

・機能性表示食品や特定保健用食品の健康被害に関する情報の提供体制がわかるもの 

・自主回収・廃棄の手順書 

・食品衛生責任者の実務講習会修了証 

・仕入元・出荷先等の記録 

・製品の自主検査の記録 

・食品衛生に関して取得している第三者認定証の写し（ISO22000 認定証等の写し） 

・HACCP に基づく衛生管理に取組む施設の場合、危害要因の分析、重要管理点の決定、管理基

準の設定、モニタリング方法の設定、改善措置の設定、検証方法の設定等に関する文書 

 

※取扱い食品によっては、準備不要である書類も列記しています。普段、施設の衛生管理で使用

されている書類をご準備ください。 

 

ご注意ください 

下記のような場合、点数が非常に低くなる恐れがあります。提出先から一定以上の点数を求め

られているときは、よくご準備のうえで申請してください。不安な点はご相談ください。 

・衛生管理計画や記録類が施設訪問時までに確認できなかった場合 

・衛生管理計画や手順書に記載された内容と、実際の衛生管理や記録に乖離がある場合 

（和歌山市保健所 生活保健課 食品保健班：073-488-5111） 


